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一
項
四
号
は
、
当
事
者
が
立
ち
会
う
こ
と
の
で
き
な
い
手
続
が
実
施
さ
れ

　
　
　

た
と
か
、
当
事
者
が
認
識
で
き
な
い
資
料
に
依
拠
し
て
判
断
が
さ
れ
た
場
合
な
ど
、
当
事
者
に

　
　
　

対
し
て
お
よ
そ
防
御
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
重
大
な
手
続
保
障
違
反
が
あ
っ

　
　
　

た
場
合
に
の
み
、
裁
判
所
に
よ
る
仲
裁
判
断
の
取
消
し
を
認
め
る
趣
旨
で
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

　
　
　

２　

仲
裁
法
四
四
条
一
項
八
号
は
、
単
に
仲
裁
廷
に
よ
る
事
実
認
定
又
は
法
的
判
断
が
不
合
理

　
　
　

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
、
裁
判
所
に
よ
る
仲
裁
判
断
の
取
消
し
を
認
め
る

　
　
　

趣
旨
で
は
な
く
、
仲
裁
判
断
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
法
的
効
果
が
日
本
に
お
け
る
公
序
良
俗
に　
　
　
　

三　

一一三　

芳　

賀　

雅　

顯

　
　
　

反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、
裁
判
所
に
よ
る
仲
裁
判
断
の
取
消
し
を
認
め
る
趣
旨
で

　
　
　

あ
る
と
さ
れ
た
事
例

　
　
　

３　

仲
裁
判
断
の
取
消
し
を
申
し
立
て
た
後
、
仲
裁
法
四
四
条
二
項
所
定
の
期
間
が
経
過
し
た

　
　
　

後
に
、
同
条
一
項
一
号
な
い
し
六
号
の
取
消
事
由
を
新
た
に
追
加
主
張
す
る
こ
と
は
、
同
条
二

　
　
　

項
に
違
反
し
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
事
例

　
　
　

東
京
地
裁
平
成
二
一
年
七
月
二
八
日
決
定
、
仲
裁
判
断
取
消
申
立
事
件
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三

　
　
　

〇
四
号
二
九
二
頁

6465
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〔
民
集
未
登
載
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
民
事
訴
訟
法
研
究
会

　
　
　

更
生
会
社
で
あ
っ
た
貸
金
業
者
に
お
い
て
、
届
出
期
間
内
に
届
出
が
さ
れ
な
か
っ
た
更
生
債
権

　

　　

で
あ
る
過
払
金
返
還
請
求
権
に
つ
き
そ
の
責
め
を
免
れ
る
旨
主
張
す
る
こ
と
が
信
義
則
に
反
し

　

29　

な
い
と
さ
れ
た
事
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四　

一三七　

村　

田　

典　

子

　
　
　

最
高
裁
判
所
平
成
二
〇
年
（受）
第
二
一
一
四
号
平
成
二
二
年
六
月
四
日
第
二
小
法
廷
判
決
最
高
裁

　
　
　

判
所
裁
判
集
民
事
二
三
四
号
一
一
一
頁
、
一
部
破
棄
自
判
、
一
部
上
告
却
下

　
　
　

給
付
の
訴
え
に
お
い
て
は
、
自
ら
が
そ
の
給
付
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
と
主
張
す
る
者
に

　
　
　

原
告
適
格
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

　

30　

最
高
裁
（
三
小
）
平
成
二
三
年
二
月
一
五
日
判
決　

裁
判
集
民
事
二
三
六
号
四
五
頁
、
裁
判
所　
　
　
　

五　

四九　

工　

藤　

敏　

隆

　
　
　

時
報
一
五
二
六
号
一
頁
、
判
例
時
報
二
一
一
〇
号
四
〇
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
四
五
号
一
二

　
　
　

九
頁

　
　
　

家
事
審
判
法
九
条
一
項
乙
類
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
他
の
家
庭
に
関
す
る
事
項
と
併
せ
て
申
し

　
　
　

立
て
ら
れ
た
調
停
が
成
立
し
な
い
場
合
に
お
け
る
審
判
へ
の
移
行
の
有
無　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

審
判
期
日
を
指
定
し
な
い
こ
と
に
対
す
る
抗
告
却
下
決
定
に
対
す
る
特
別
抗
告
事
件　

平
成
二　
　
　
　

六　

九四　

小　

原　

将　

照

　
　
　

三
年
七
月
二
七
日
最
高
裁
第
三
小
法
廷
決
定
〈
最
高
裁
平
成
二
三
年
ク
第
五
三
一
号
〉（
裁
判

　
　
　

所
時
報
一
五
三
七
号
一
頁
、
判
例
時
報
二
一
三
〇
号
三
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
五
七
号
八
五

　
　
　

頁
、
家
裁
月
報
六
四
巻
二
号
一
〇
四
頁
）

　
　
　

数
人
の
提
起
す
る
養
子
縁
組
無
効
の
訴
え
に
お
い
て
共
同
訴
訟
人
の
一
人
が
上
告
及
び
上
告
受

　

　　

理
申
立
て
を
提
起
し
た
後
に
さ
れ
た
他
の
共
同
訴
訟
人
に
よ
る
上
告
及
び
上
告
受
理
申
立
て
の

　

32　

適
否　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九　

七三　

村　

田　

典　

子

　
　
　

最
一
小
決
平
成
二
三
年
二
月
一
七
日
最
高
裁
判
所
裁
判
集
民
事
二
三
六
号
六
七
頁
、
判
時
二
一

　
　
　

二
〇
号
六
頁

　
　
　

弁
護
士
会
の
綱
紀
委
員
会
の
議
事
録
の
う
ち
「
重
要
な
発
言
の
要
旨
」
に
当
た
る
部
分
が
民
訴

　
　
　

法
二
二
〇
条
四
号
ニ
所
定
の
「
専
ら
文
書
の
所
持
者
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
文
書
」
に
該
当

　

33　

す
る
と
さ
れ
た
事
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十　

一三七　

工　

藤　

敏　

隆

　
　
　

最
高
裁
（
三
小
）
平
成
二
三
年
一
〇
月
一
一
日
決
定　

裁
判
集
民
事
二
三
八
号
三
五
頁
、
裁
判

　
　
　

所
時
報
一
五
四
一
号
二
頁
、判
例
時
報
二
一
三
六
号
九
頁
、判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
六
二
号
六
八
頁

31



113

法学研究第85巻総目次
　
　
　

当
事
者
が
土
地
賃
借
権
そ
の
も
の
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
、
地
代
額
の
確
認
ま
で
求
め

　
　
　

た
と
は
い
え
な
い
の
に
、
地
代
額
の
確
認
を
も
求
め
て
い
る
と
し
て
主
文
で
地
代
額
を
確
認
し

　
　
　

た
裁
判
所
の
判
断
に
は
、
当
事
者
が
申
し
立
て
て
い
な
い
事
項
に
つ
い
て
判
決
を
し
た
違
法
が

　

34　

あ
る
と
さ
れ
た
事
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十一　

一二一　

三　

木　

浩　

一

　
　
　

最
高
裁
平
成
二
四
年
一
月
三
一
日
第
三
小
法
廷
判
決
（
建
物
収
去
土
地
明
渡
等
請
求
及
び
賃
借

　
　
　

権
確
認
請
求
独
立
当
事
者
参
加
事
件
、
最
高
裁
平
二
一
（受）
第
一
七
六
六
号
、
破
棄
差
戻
し
）
最

　
　
　

高
裁
判
所
判
例
集
民
事
二
三
九
号
六
五
九
頁
、
裁
判
所
時
報
一
五
四
八
号
二
頁

　
　
　

民
法
二
五
八
条
二
項
所
定
の
競
売
を
命
ず
る
判
決
に
基
づ
く
不
動
産
競
売
と
民
事
執
行
法
五
九

　
　
　

条
お
よ
び
六
三
条
の
準
用
の
有
無

　

35　

最
高
裁
第
三
小
法
廷
決
定
平
成
二
四
年
二
月
七
日
（
平
成
二
三
年
（許）
第
三
一
号
担
保
不
動
産
競　
　
　

十二　

八五　

河　

村　

好　

彦

　
　
　

売
手
続
取
消
決
定
に
対
す
る
執
行
抗
告
棄
却
決
定
に
対
す
る
許
可
抗
告
事
件
）
裁
判
所
時
報
一

　
　
　

五
四
九
号
三
頁
、
判
例
時
報
二
一
六
三
号
三
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
七
九
号
一
〇
四
頁

紹
介
と
批
評

ゲ
ー
ア
ハ
ル
ト
・
ヴ
ェ
ル
レ
著　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
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国
際
刑
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…

八　

五一　

オ　

ス　

テ　

ン

後　

藤　

啓　

介

石
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明
著

　

『
訴
訟
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解
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研
究
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…
…
…
十二　

九九　

越　

山　

和　

広

特
別
記
事

兪
敏
浩
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

一　

一七一

ロ
ー
リ
ー
・
Ａ
・
フ
ォ
ー
マ
ン
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

二　

一五一

鈴
木
宏
尚
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

二　

一六二
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黄
洗
姫
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

二　

一七一

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
法
学
研
究
所
講
演
会
「
中
国
情
勢
と
日
米
中
関
係
」 

三　

一三一

手
賀
裕
輔
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

三　

一六三

李
奇
泰
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

三　

一七一

片
山
直
也
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

三　

一八一

平
成
二
三
年
度
慶
應
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
震
災
か
ら
復
興
へ
」 

四　

一五九

並
木
和
夫
先
生
追
悼
記
事 

五　

六七

上
代
庸
平
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

六　

一〇九

原
田
健
二
朗
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

七　

五一

白
石
友
行
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

八　

六一

長
田
祐
卓
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

八　

八三

山
口
仁
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

十一　

一三一

林
聖
愛
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

十一　

一四二

平
成
二
四
年
度
慶
應
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
国
際
貿
易
の
将
来
と
外
交
」 

十二　

一一一

平
良
先
生
追
悼
記
事 

十二　

一六七

関
根
豪
政
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

十二　

一八三


